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〈審議の経緯〉 

 

平成１７年４月１５日  農林水産大臣から遺伝子組換え飼料の安全性確認に係る

食品健康影響評価について要請、関係書類の接受 

平成１７年４月２１日  第９１回食品安全委員会（事項説明） 

平成１７年５月３０日  第２７回遺伝子組換え食品等専門調査会 

平成１７年８月１日  第３０回遺伝子組換え食品等専門調査会 

平成１７年８月１７日  遺伝子組換え食品等専門調査会座長から食品安全委員会

委員長へ報告 

平成１７年８月１８日         食品安全委員会委員長から農林水産大臣に通知 
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 五十君靜信 手島玲子 

 池上幸江 丹生谷博 
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 宇理須厚雄 室伏きみ子 

 小関良宏 山川隆 
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渡邊雄一郎 
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遺伝子組換え飼料「除草剤グルホシネート耐性ワタLLCotton25」 

に係る食品健康影響評価に関する審議結果 

 

Ⅰ はじめに 

食品安全委員会は食品安全基本法に基づき、農林水産省より、「除草剤グルホシネート耐性ワタ

LLCotton25」の飼料の安全性の確認に係る食品健康影響評価について意見を求められた。(平成17年

4月 15日、関係書類を接受。) 

食品安全委員会（遺伝子組換え食品等専門調査会）においては、「遺伝子組換え飼料及び飼料添加

物の安全性評価の考え方」に基づき、当該遺伝子組換え飼料を家畜が摂取することに係る畜産物のヒ

トへの健康影響について評価を行った。 

 
Ⅱ 評価対象飼料の概要 

飼料名 ： 除草剤グルホシネート耐性ワタLLCotton25 

性 質 ： 除草剤グルホシネート耐性 

申請者 ： バイエルクロップサイエンス株式会社 

開発者 ： バイエルクロップサイエンス株式会社 

 

  「除草剤グルホシネート耐性ワタ LLCotton25」（以下、「LLCotton25」という。）は、グラム陽性放線

菌 Streptomyces hygroscopicus ATCC21705株に由来する bar（bialaphos resistance）遺伝子を導入し
て作成され、発現する酵素PAT（phosphinothricin acetyltransferase）により、除草剤グルホシネートの
影響を受けずに生育することができるワタである。 

一般に、ワタは繊維料作物として栽培され、収穫後、綿糸を分離した綿実から綿実油を抽出した搾りか

す（綿実油かす）の形態で、主に乳牛、豚、肉牛用配合飼料の原料として利用されるほか、綿実そのもの

も乳牛用混合飼料の原料として利用される。また、海外においては、綿繰り時の残渣（gin byproducts）
が飼料として用いられることがある。本組換えワタについても、その利用方法は同様である。 
日本における 2003年の綿実及び綿実油かすの輸入量は、それぞれ約 15.7万トン（参考資料 1）及び約

9,500トン（参考資料 2）であり、その主な輸入先はオーストラリア、米国、中国等であった。 
 本組換えワタと従来のワタの相違は、本組換えワタがPATタンパク質の発現により、除草剤グルホシネ
ートの影響を受けない点である。 

 
Ⅲ 食品健康影響評価結果 

（a）本組換えワタは、除草剤グルホシネート耐性の形質を付与したものである。なお、除草剤耐性の遺

伝子組換え作物を飼料として用いた動物の飼養試験において、挿入された遺伝子もしくは当該遺伝子に

よって産生されるタンパク質が畜産物に移行することはこれまで報告されていない。 

 

（b）本組換えワタは、平成 16 年 6 月 10 日に、食品安全委員会において、「遺伝子組換え食品(植物)の安
全性評価基準」に基づく、食品としての安全性審査を終了しており、ヒトの健康を損なうおそれがない

と判断されている。このため、PATタンパク質の安全性は既に評価されている。 
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上記（a）、（b）を考慮したところ、本組換えワタ由来の新たな有害物質が生成され、これが肉、乳、

卵等の畜産物中に移行することは考えられず、また、畜産物中で有害物質に変換・蓄積される可能性や

遺伝子組換えに起因する成分が家畜の代謝系に作用し、新たな有害物質が生成されることは考えられな

い。 

 

なお、本組換えワタの栽培では、除草剤グルホシネートの直接散布が可能となり、グルホシネート及び

その代謝産物が残留する可能性があることから、念のため、これら残留物が畜産物中に移行して問題とな

る可能性について確認した。 

除草剤グルホシネートの使用方法として想定される最大使用量を散布した本組換えワタの綿実及び綿

繰り時の残渣についてグルホシネート及びその代謝産物の合計残留濃度を測定した結果、綿実における最

大残留濃度は 3.4ppm、綿繰り時の残渣における最大残留濃度は 10.5ppm であった（参考資料 3）。また、

グルホシネートが水溶性であることを考慮し、綿実の一般成分分析の結果から綿実中の粗脂肪含有率を

20%と仮定した場合、綿実における最大残留濃度を基に、綿実油かす中のグルホシネート及びその代謝産

物の合計最大残留濃度は4.25ppmと試算された。 

我が国において、現在、食品衛生法の規定に基づく畜産物中のグルホシネートの残留基準値は設定され

ていないが、米国環境保護庁(EPA)が、食品あるいは飼料として利用される綿実及び綿繰り時の残渣に係

るグリホサートの残留基準値を、それぞれ 4ppm、15ppm と定めている（参考資料 4）ことと、散布試験に

おける最大残留濃度等を考慮する限り、本組換えワタに残留するグルホシネートが畜産物中に移行するこ

とによる安全性上の問題はないと考えられた。 

 

以上のことから、遺伝子組換えワタ（品目名：「除草剤グルホシネート耐性ワタLLCotton25」）について

は、「遺伝子組換え飼料及び飼料添加物の安全性評価の考え方（平成１６年５月６日、食品安全委員会決

定）」に基づき、食品健康影響評価は必要なく、当該飼料を家畜が摂取することに係る畜産物の安全性上

の問題はないものと判断される。 
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